
 
 

令和元年度 社会福祉法人の公益的な取組みに係る実態調査結果報告書 

 

令和２年３月 

大阪市社会事業施設協議会 調査研究委員会 

（事務局 大阪市社会福祉協議会 地域福祉課） 

 

 

 改正社会福祉法により、社会福祉法人の公益的な取組みが責務となり、従来から進めていた活動

が良き後押しとなり、多くの社会福祉施設で実践が進んできています。 

 この実態調査に先立ち、平成３０年３月に公益的な活動推進の手引きとして大阪市社会福祉協議

会で「参画と協働の地域福祉ガイドブック」を発行し、大阪市社会事業施設協議会（以下「施設

協」という。）の調査研究委員会も積極的に協力し、実践の見える化と併せて今後の推進の道しるべ

として活用してきました。 

 この度の実態調査から次のことが見えてきました。 

 

 〇場所の提供、備品の貸出しなど比較的取組みやすいところから実践している法人・施設が多

い。 

 〇研修の講師や地域向け相談会など専門職のスキルを活用した活動が多い。 

〇近年、台風や大雨による自然災害が続いており、災害に備えた物品の備蓄や災害協定など、災

害をキーワードとする取組みが増えてきている。 

〇一方、課題を認識してはいるものの、公益的な取組みが進んでいない法人・施設もある。 

 

 今回の結果を踏まえ、多様な活動の継続とともに、裾野を拡げ、新たな活動が市内で拡がるよ

う、次の方針のもと新たなステップを踏み出すことを推進していきます。 

 

 【方針】 

   住民や地域の課題に目を向け、すでに持っている法人の強みを活かしながら、地域住民とと

もに法人・施設で必ず一つは公益的な活動の実践を進めていく。 

 【施設協としての具体的な支援内容】 

研修会や学習会の開催、市民ニーズの把握（アンケートの実施）、施設協のホームページを 

活用した各法人・施設の公益的な取組みの広報 等 

 

１ 実態調査の実施について 

（１）目的 各法人・各施設が実施している公益的な取組みの実施状況を調査し、現状を把

握する。併せて、各法人・各施設が実施している公益的な取組みについて市民

の認知度を図るアンケートを実施し、住民ニーズに添った取組みが大阪市全体

で展開されることを目指す。 

 



 
 （２）調査期間 令和元年８月６日から１１月２２日  

 （３）調査方法 加盟６団体加盟各施設に郵送または電子メールにて依頼し、施設協事務局

あて FAXまたは電子メールにて回答。 

（４）調査対象・回答状況 

 

 

（５）アンケートの結果について 

ア 活動に対する法人理事長・施設長の方針や思い 

全体として、各法人、施設はそれぞれの強みや資源を活用し、地域で生活する一員とし

て、公益的な取組みを実施することは一つの使命であり、法人や施設が地域のために実践 

にうつしていくことは、あたりまえのことであると感じている法人理事長や施設長が多

い。 

一方、人材不足等の理由により、地域貢献の使命を感じつつも実施に至っていないとい

う回答も複数あった。 

 

イ 現在の活動状況 

回答のあった５７６施設のうち、現在公益的な活動に取り組んでいる施設は４９２施設（８

５．４％）で、公益的な活動に取り組んでいない施設は８４施設（１４．６％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 公益的な取組みを実施している施設について 

・実施している活動の内容 

【全 体】取り組んでいる活動の中で、最も多い活動は「場所の提供」で１５０施設、次に

多い活動は「備品等の貸出」で１３０施設、その次に多い活動は「災害時の受け入れ協

定・物品備蓄」１１２施設となっている。 

 

 児童 保育 老人 生活保護 地域福祉 障がい 合計 

対象者数 ２８ ４５５ ４２３ ２０ ３９ １４１ １，１０６ 

回答率 ２２ ２６９ １８３ １７ ２１ ６４ ５７６ 

回答率 ７９％ ５９％ ４３％ ８５％ ５４％ ４５％ ５２％ 

実施している, 492

（85％）

実施していない, 84

（15％）

活動実施状況（施設数）n=576



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【団体別】各団体の回答について（回答が多かった上位３位） 

・児童関係 

「場所の提供」（１２施設）「備品の貸出」（１１施設）、「講師派遣」（１１施設） 
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・保育関係 

「場所の提供」（５６施設）、「ボランティア体験プログラムの提供」（４８施設）、「備品の貸出」

（４５施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・老人関係 

「災害時の受け入れ協定・物品備蓄」（６９施設）、「住民対象の研修・講座の開催」（５８施設）、

「場所の提供」（５６施設） 
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・生活保護関係 

「就労や中間就労支援」（１１施設）、「場所の提供」「備品の貸出」「災害時の受け入れ協定・物品

備蓄」（各８施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域福祉関係 

今回の調査結果では１９施設でさまざまな取組みがされている。（保育、老人関係施設を含む） 
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・障がい関係 

「場所の提供」（１６施設）、「災害時の受け入れ協定・物品備蓄」（１４施設）、「講師派遣」（１４

施設）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体別の活動内容の数に注目すると、老人関係が５５２件（１施設あたりの活動は約３種

類）、保育関係が３５６件（１施設あたりの活動は１．３種類）、障がい関係が１１３件（１

施設あたりの活動は１．７種類）、児童関係が８３件（１施設あたりの活動は３．７種類）、

生活保護関係が６４件（１施設あたりの活動は３．７種類）となっている。 

総体的にみると、共通して最も多い活動は「場所の提供」となっている。地域のさまざま

な活動への場所提供は、地域にとっては活動場所の確保や身近な福祉の専門職とのつながる

場にもなり、また施設側にとっては施設の存在を知ってもらうとともに住民の声を聞ける場

としても有効な方法でもある。 

今後、地域ニーズに合わせた活動が展開できるよう、常に顔の見える関係づくりを築いて

いくためにも場所の提供をはじめ、公益的な取組みの意義を改めて考える必要がある。 

 

エ 取組み主体について 

施設単独での実施は２０７施設、法人全体での実施は１５５法人、複数の連合体での実

施は１７件、区施設連絡会としての実施が３８件であった。全体的にみると、施設単独で

の実施が約半数を占めていることがわかる。これは、施設単独で実施することは、より地

域に密着した取組み、また地域住民のニーズを反映した取組みが推進できていると思われ

る。 
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オ 事業の詳細 

     記載されていた内容で回答数が多い順にあげると、 

１ 小・中学校、専門学校、大学などでの福祉教育・職場体験（３９件） 

２ 地域住民向けの相談会や相談窓口の設置（３５件） 

３ 施設開放（２５件） 

４ 地域向け講座などへの専門職の講師派遣（２１件） 

５ 地域イベントへの参画や人材派遣（１９件） 

６ 当事者向けのボランティア体験プログラムや講座（１０件） 

７ 災害時の受け入れや協定締結など（９件） 

となっている。また、少数回答ではあるが、コミュニティバスの運行、鍵あずかり事業、

学校の空教室を利用したデイサービスの運営、専門職による耳より情報（広報誌）の発

行、活動者の出会いの場づくりなどがあり各法人や施設の専門性を活かした活動が展開さ

れていることがわかった。 

 

カ 実施していない理由（実施していない法人・施設のみ） 

公益的な取組みを実施できていない施設において、実施できていない理由で最も多かっ

たのが「人材不足」（４５．３％）で、次に多かった理由が「業務多忙のため」（２３．

１％）となっている。この結果から考えられることは、昨今の各法人、施設が抱える課題

である「福祉人材の不足」と関連しているのではないかということである。各法人・施設

では人材不足の理由により、各施設職員の業務が多忙を極めている状態である。公益的な

取組みの実施においては、各法人、施設の安定した運営と関連づいていると思われる。 

平成２９年４月に改正社会福祉法で社会福祉法人の責務として公益的な取組みが位置づ

けられたが、これらが明記される以前から、社会や時代の動向に合わせた取組みを地域住

民とともに実施している法人や施設も多い。昨今の法人や施設が人材不足等の課題を抱え

る中、今一度振り返り、実践に向けた一歩を踏み出していくことが大事である。 

 

 

 

 

 

 

 
実施して

いる, 492

実施してい

ない, 84

活動実施状況（施設数）

人材不足, 

53

予算不足, 19

業務多忙, 

27

場所なし, 18

活動未実施の理由（84施設）

施設単独, 

207

法人全体, 

155

複数施設の連合体, 17

区施設連絡会, 39
取組みの主体先



 
キ 新たな取組みについて 

地域のニーズに沿った取組みを検討している法人や施設が多く、各施設の特性を活用した

取組みとして世代間交流や居場所づくりが多い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


